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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信システムにおける端末のフェムト基
地局を検出するためのフェムト基地局の動作方法において、
　マクロ基地局から前記フェムト基地局によって接続許容可能な端末に対するアップリン
ク（Ｕｐｌｉｎｋ：ＵＬ）信号モニタリングの要請及び前記端末の送信電力値を示す情報
を受信する過程と、
　前記端末のＵＬ信号をモニタリングする過程と、
　前記送信電力値及び前記ＵＬ信号の受信信号強度を用いて前記ＵＬ信号の減衰度合いを
推定する過程と、
　前記ＵＬ信号の減衰度合いを基に前記モニタリングの成功の有無を決定する過程と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＵＬ信号モニタリングの要請及び前記端末の送信電力値を示す情報を受信する過程
は、前記マクロ基地局から前記端末に対するＵＬ資源割当情報を含むＵＬモニタリング要
請メッセージを受信する過程を含み、
　前記端末のＵＬ信号をモニタリングする過程は、前記ＵＬ資源割当情報を用いて前記端
末のＵＬトラフィック送信区間の間に前記端末によって送信されるＵＬトラフィックに対
してモニタリングを行う過程を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記ＵＬモニタリング要請メッセージは、端末識別子（ＭＳ　ＩＤ）、端末の動作ＦＡ
、端末に対する前記ＵＬ資源割当情報、端末の前記送信電力値のうち少なくとも一つを含
むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記マクロ基地局に前記決定された前記モニタリングの成功の有無を報告するＵＬモニ
タリング報告メッセージを送信する過程を更に含み、
　前記モニタリングの成功の有無を決定する過程は、
　前記モニタリングを介して前記ＵＬ信号の受信品質、前記ＵＬ信号の受信成功の有無の
うち少なくとも一つを決定する過程と、
　前記決定された前記ＵＬ信号の受信品質、前記ＵＬ信号の受信成功の有無のうち少なく
とも一つ及び前記ＵＬ信号の減衰度合いを基に前記端末に対するモニタリングの成功の有
無を決定する過程と、
を含み、
　ここで、前記ＵＬ信号の減衰度合いは、前記端末のＵＬ信号に対して測定した受信信号
強度と前記端末の送信電力値との差で決定されることを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　前記ＵＬ信号モニタリングの要請及び前記端末の送信電力値を示す情報を受信する過程
は、
　前記マクロ基地局から前記端末のＵＬモニタリング区間に対する情報を含むＵＬモニタ
リング構成情報メッセージを受信する過程と、
　前記マクロ基地局から前記端末の送信電力値を含む端末送信電力情報メッセージを受信
する過程と、
を含み、
　前記端末のＵＬ信号をモニタリングする過程は、前記端末のＵＬモニタリング区間の間
に前記端末によって送信されるＵＬモニタリングヘッダに対してモニタリングを行う過程
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＵＬモニタリング構成情報メッセージは、ＵＬモニタリングフレーム送信周期、フ
レームオフセット、ＵＬモニタリングサブフレーム割当情報、端末別ＬＲＵマッピングの
うち少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　マクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信システムにおける端末のフェムト基
地局を検出するための装置において、
　マクロ基地局から前記フェムト基地局によって接続許容可能な端末に対するアップリン
ク（Ｕｐｌｉｎｋ：ＵＬ）信号モニタリングの要請及び前記端末の送信電力値を示す情報
を受信し、
　前記端末のＵＬ信号をモニタリングし、
　前記送信電力値及び前記ＵＬ信号の受信信号強度を用いて前記ＵＬ信号の減衰度合いを
推定し、
　前記ＵＬ信号の減衰度合いを基に前記モニタリングの成功の有無を決定するフェムト基
地局を含むことを特徴とする装置。
【請求項８】
　前記フェムト基地局は、
　前記端末に対するＵＬ資源割当が発生する際、前記マクロ基地局から前記端末に対する
ＵＬ資源割当情報を含むＵＬモニタリング要請メッセージを受信し、
　前記ＵＬ資源割当情報を用いて前記端末のＵＬトラフィック送信区間の間に前記端末に
よって送信されるＵＬトラフィックをモニタリングすることを特徴とする請求項７に記載
の装置。
【請求項９】
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　前記ＵＬモニタリング要請メッセージは、端末識別子（ＭＳ　ＩＤ）、端末の動作ＦＡ
（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）、端末に対する前記ＵＬ資源割当情報、
端末の前記送信電力値のうち少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項８に記載の装
置。
【請求項１０】
　前記フェムト基地局は、
　前記マクロ基地局から前記端末のＵＬモニタリング区間に対する情報を含むＵＬモニタ
リング構成情報メッセージと、前記端末の送信電力値を含む端末送信電力情報メッセージ
とを受信し、
　前記端末のＵＬモニタリング区間の間に前記端末によって送信されるＵＬモニタリング
ヘッダをモニタリングすることを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１１】
　前記ＵＬモニタリング構成情報メッセージは、ＵＬモニタリングフレーム送信周期、フ
レームオフセット、ＵＬモニタリングサブフレーム割当情報、端末別ＬＲＵマッピングの
うち少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記フェムト基地局は、
　前記モニタリングを介して前記ＵＬ信号の受信品質、前記ＵＬ信号の受信成功の有無の
うち少なくとも一つを決定し、
　前記決定された前記ＵＬ信号の受信品質、前記ＵＬ信号の受信成功の有無のうち少なく
とも一つ及び前記ＵＬ信号の減衰度合いを基に前記端末に対するモニタリングの成功の有
無を決定し、
　前記マクロ基地局に前記決定された前記端末に対するモニタリングの成功の有無を報告
するＵＬモニタリング報告メッセージを送信し、
　ここで、前記ＵＬ信号の減衰度合いは、前記端末のＵＬ信号に対して測定した受信信号
強度と前記端末の送信電力値との差で決定されることを特徴とする請求項７に記載の装置
。
【請求項１３】
　マクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信システムにおける端末のフェムト基
地局を検出するためのマクロ基地局の動作方法において、
　フェムト基地局に前記フェムト基地局によって接続許容可能な端末に対するアップリン
ク（Ｕｐｌｉｎｋ：ＵＬ）信号モニタリングの要請及び前記端末の送信電力値を示す情報
を送信する過程と、
　前記フェムト基地局から前記モニタリングの成功の有無を報告する報告メッセージを受
信する過程と、
を含み、
　ここで、前記モニタリングの成功の有無は、前記端末のＵＬ信号の減衰度合いを基に決
定され、
　前記ＵＬ信号の減衰度合いは、前記フェムト基地局で前記送信電力値及び前記ＵＬ信号
の受信信号強度を用いて推定されることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記ＵＬ信号モニタリングの要請及び前記端末の送信電力値を示す情報を送信する過程
は、前記端末に対するＵＬ資源割当が発生する際、前記フェムト基地局に、前記端末に対
するＵＬ資源割当情報を含むＵＬモニタリング要請メッセージを送信する過程を含むこと
を特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記端末に、前記端末に対するモニタリングに成功したフェムト基地局に対する情報を
含むスキャニング要請メッセージを送信する過程を更に含み、
　ここで、前記スキャニング要請メッセージは、スキャニング開始フレーム、スキャニン
グ実行区間、フェムト基地局識別子（ｆｅｍｔｏ　ＢＳ　ＩＤ）、フェムト基地局の動作
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ＦＡ、フェムト基地局のプリアンブルインデックスのうち少なくとも一つを含むことを特
徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＵＬ信号モニタリングの要請及び前記端末の送信電力値を示す情報を送信する過程
は、
　前記フェムト基地局に前記端末のＵＬモニタリング区間に対する情報を含むＵＬモニタ
リング構成情報メッセージを送信する過程と、
　前記フェムト基地局に前記端末の送信電力値を含む端末送信電力情報メッセージを送信
する過程と、
を含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記端末に前記ＵＬモニタリング構成情報メッセージを送信する過程と、
　前記端末の前記ＵＬモニタリング区間の間に前記端末からＵＬモニタリングヘッダを受
信する過程と、
を更に含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムにおけるフェムト基地局を検出するための装置及び方法に
関するものである。特に、本発明は、マクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信
システムにおける端末に対するフェムト基地局のアップリンク（Ｕｐｌｉｎｋ：ＵＬ）モ
ニタリングを介して、端末が周辺に位置するフェムト基地局を検出するための装置及び方
法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近来、高速の移動通信のために多くの無線通信技術らが候補として提案されており、そ
の中で直交周波数分割多重（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：ＯＦＤＭ）技術は、現在最も有力な次世代無線通信技
術として認められている。今後、殆どの無線通信技術では前記ＯＦＤＭ技術が採用される
と見越され、現在３．５世代技術とも呼ばれるＩＥＥＥ　８０２．１６系のＷＭＡＮ（Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓ　Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）でも前記ＯＦ
ＤＭ技術を標準規格として採択している。
【０００３】
　前記ＯＦＤＭ方式は、多重搬送波（Ｍｕｌｔｉ－Ｃａｒｒｉｅｒ）を用いてデータを送
信する方式である。すなわち、直列に入力されるシンボル（Ｓｙｍｂｏｌ）列を並列変換
してこれらの各々を相互直交性を有する複数の副搬送波（ｓｕｂ－ｃａｒｒｉｅｒ）、す
なわち複数の副チャンネル（ｓｕｂ－ｃｈａｎｎｅｌ）に変調して送信する多重搬送波変
調（Ｍｕｌｔｉ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ：ＭＣＭ）方式の一種である。
【０００４】
　セルラー（ｃｅｌｌｕｌａｒ）方式の無線通信システムの場合、セル内の地理的要件ま
たは端末と基地局間の距離または端末の移動に従ってチャンネル状態が劣化してしまい端
末と基地局間の通信が円滑に行われない現象が発生する。例えば、基地局のサービス領域
内であってもオフィスまたは家屋のような密閉された建物によって電波陰影地域が形成さ
れる。もし、端末が前記電波陰影地域に位置する場合、前記基地局は前記端末とのチャン
ネル状態が劣化して円滑な通信ができない恐れがある。
【０００５】
　これによって前記無線通信システムは、電波陰影地域のサービス問題を解決しつつ高速
のデータサービスを提供するためのフェムトセル（Ｆｅｍｔｏ－ｃｅｌｌ）サービスを提
供する。前記フェムトセルは、オフィスまたは家屋などのような屋内に設けられた、広大
域網を介して移動通信コアネットワークに接続する、小型（ｃｏｍｐａｃｔ）基地局によ
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り形成される小さなセル領域を意味する。前記小型基地局は、使用者が直接設ける小出力
の基地局として、マイクロ（ｍｉｃｒｏ）基地局、自己構成可能（ｓｅｌｆ　ｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｂｌｅ）基地局、室内（ｉｎｄｏｏｒ）基地局、ホーム（ｈｏｍｅ）基地局、フ
ェムト（ｆｅｍｔｏ）基地局などと呼ばれることがあり、以下の説明では前記小型基地局
をフェムト基地局と称する。
【０００６】
　一方、端末がサービスが提供されるサービング基地局から周辺の他の基地局のカバレッ
ジ内に進入する場合、端末は連続的なサービスが提供されるためにハンドオーバを行う。
この際、ハンドオーバ対象基地局の選択が要求され、ＩＥＥＥ　８０２．１６ｅシステム
においては端末がサービング基地局からブロードキャスト情報を介して隣接基地局のリス
トを受信して、前記隣接基地局のリストを用いて周辺基地局を探索することでハンドオー
バ対象基地局を選択する技法を考慮している。３ＧＰＰ　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　
Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムにおいては、端末が別途の隣接基地局のリストなしに全体
プリアンブルに対してスキャニング（ｓｃａｎｎｉｎｇ）を実施してハンドオーバ対象基
地局を選択する技法を考慮している。
【０００７】
　マクロ基地局とフェムト基地局が混在する場合、一般的にマクロ基地局のみで構成され
た場合に比べ単位面積当り基地局の数が急激に増加することがある。よって、マクロ基地
局が端末に周辺フェムト基地局に対する情報を提供するためにマクロセル内に位置するす
べてのフェムト基地局に対する隣接基地局のリストをブロードキャストすると、これは過
度な無線資源の浪費を誘発する恐れがある。しかし、端末に周辺フェムト基地局に対する
隣接基地局のリストを提供しないと、端末はすべての周波数割当（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　
Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ：ＦＡ）ですべてのプリアンブル（ｐｒｅａｍｂｌｅ）に対してス
キャニングを行って周辺フェムト基地局を検出しなければならない。この方法は、大量の
演算を要求し、スキャニングに過度な時間がかかることになって、全ＦＡにおいて全プリ
アンブルに対してスキャニングを行う間に発生するデータ送信の遅延によってリアルタイ
ムサービスを提供することが困難であるという問題がある。
【０００８】
　よって、端末が周辺フェムト基地局を検出するためのスキャニングを行うことにおいて
、不要なスキャニングを最小化できる技法が必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、上述の問題及び短所を解決するためのものであって、以下のような利
点のうち少なくとも一つを提供する。これによって、本発明の目的は、マクロ基地局とフ
ェムト基地局が混在する無線通信システムにおける端末が周辺に位置するフェムト基地局
を検出するための装置及び方法を提供することにある。
【００１０】
　本発明の他の目的は、マクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信システムにお
ける端末に対するフェムト基地局のアップリンク（Ｕｐｌｉｎｋ：ＵＬ）モニタリングを
介して、端末が周辺に位置するフェムト基地局を検出するための装置及び方法を提供する
ことにある。
【００１１】
　本発明のさらに他の目的は、マクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信システ
ムにおけるマクロ基地局がフェムト基地局のＵＬモニタリングを制御して、前記制御に応
じてフェムト基地局が端末のＵＬ信号をモニタリングしてＵＬモニタリング実行結果をマ
クロ基地局に報告し、前記報告に応じてマクロ基地局が端末にスキャニングを要請して、
前記要請に応じて端末がフェムト基地局に対するスキャニングを行って周辺に位置するフ
ェムト基地局を検出するための装置及び方法を提供することにある。
【００１２】
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　本発明のまた他の目的は、マクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信システム
におけるマクロ基地局がフェムト基地局にＵＬモニタリングを要請して、前記要請に応じ
てフェムト基地局が端末のＵＬ信号をモニタリングしてＵＬモニタリング実行結果をマク
ロ基地局に報告し、前記報告に応じてマクロ基地局が端末にスキャニングを要請して、前
記要請に応じて端末が有効な時点にスキャニングを行うことで、端末が周辺に位置するフ
ェムト基地局を検出するための装置及び方法を提供することにある。
【００１３】
　本発明のさらに他の目的は、マクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信システ
ムにおけるマクロ基地局が下位のすべてのフェムト基地局にＵＬモニタリング構成情報を
送信して、フェムト基地局がＵＬモニタリング構成情報を用いてＵＬモニタリング区間で
自身が接続を許容できるすべての端末のＵＬモニタリングヘッダをモニタリングしてＵＬ
モニタリング実行結果をマクロ基地局に報告し、前記報告に応じてマクロ基地局がマクロ
セル内の端末にスキャニングを要請して、前記要請に応じて端末が有効な時点にスキャニ
ングを行うことで、マクロセル内の端末が周辺に位置するフェムト基地局を検出するため
の装置及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記目的を達成するための本発明の一態様によると、マクロ基地局とフェムト基地局が
混在する無線通信システムにおける端末のフェムト基地局の検出を支援するためのフェム
ト基地局の動作方法は、マクロ基地局からフェムト基地局によって接続許容可能な端末に
対するアップリンク（Ｕｐｌｉｎｋ：ＵＬ）信号モニタリングが要請される過程と、前記
接続許容可能な端末のＵＬ信号をモニタリングする過程と、を含むことを特徴とする。
【００１５】
　前記目的を達成するための本発明の一態様によると、マクロ基地局とフェムト基地局が
混在する無線通信システムにおける端末のフェムト基地局の検出を支援するためのマクロ
基地局の動作方法は、フェムト基地局に前記フェムト基地局によって接続許容可能な端末
に対するアップリンク（Ｕｐｌｉｎｋ：ＵＬ）信号モニタリングを要請する過程と、前記
フェムト基地局から前記端末に対するモニタリングの成功の有無を報告するＵＬモニタリ
ング報告メッセージを受信する過程と、を含むことを特徴とする。
【００１６】
　前記目的を達成するための本発明の一態様によると、マクロ基地局とフェムト基地局が
混在する無線通信システムにおける端末のフェムト基地局の検出を支援するための装置は
、フェムト基地局に前記フェムト基地局によって接続許容可能な端末に対するアップリン
ク（Ｕｐｌｉｎｋ：ＵＬ）信号モニタリングを要請するマクロ基地局と、前記接続許容可
能な端末のＵＬ信号をモニタリングするフェムト基地局と、を含むことを特徴とする。
【００１７】
　本発明の他の態様、利益、主要な特徴は、以下の本発明の実施の形態及び添付の図面と
共に説明される詳細な説明により当業者に明白に認識される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明で考慮するマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信システムを
示す図である。
【図２】本発明の第１実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信
システムにおける端末が周辺に位置するフェムト基地局を検出するための方法を示す全体
信号図である。
【図３】本発明の第１実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信
システムにおける周辺に位置するフェムト基地局を検出するための端末の動作方法を示す
フローチャートである。
【図４】本発明の第１実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信
システムにおける端末が周辺に位置するフェムト基地局を検出するためのマクロ基地局の
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動作方法を示すフローチャートである。
【図５】本発明の第１実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信
システムにおける端末が周辺に位置するフェムト基地局を検出するためのフェムト基地局
の動作方法を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第２実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信
システムにおけるＵＬモニタリングフレームの構造を示す図である。
【図７】本発明の第２実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信
システムにおける端末が周辺に位置するフェムト基地局を検出するための方法を示す全体
信号図である。
【図８】本発明の第２実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信
システムにおける周辺に位置するフェムト基地局を検出するための端末の動作方法を示す
フローチャートである。
【図９】本発明の第２実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信
システムにおける端末が周辺に位置するフェムト基地局を検出するためのマクロ基地局の
動作方法を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第２実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通
信システムにおける端末が周辺に位置するフェムト基地局を検出するためのフェムト基地
局の動作方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照した説明は、特許請求の範囲及びその均等物により定義される本発明
の実施形態の包括的な理解を助けるために提供される。以下の説明は、理解を助けるため
に多様な具体的な細部事項を含むが、これらは例示に過ぎない。よって、本発明の思想や
範囲を逸脱しない範囲内で実施形態の多様な変更及び修正が可能であることは勿論である
。また、公知の機能及び構造の説明は明瞭化のために省略される。
　以下の説明及び請求範囲で使用される用語及び単語は書誌的な意味に制限されず、単に
発明の明瞭化及び理解を助けるために使用されるものである。従って、当業者に対して以
下に記載される本発明の実施形態は、説明のみを目的とするのであって、特許請求の範囲
及びその均等物により定義される発明の限定を意図しない。
【００２０】
　以下、本発明は、マクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信システムにおける
端末が周辺に位置するフェムト基地局を検出するための装置及び方法に関して説明する。
本発明における端末のフェムト基地局検出は、端末に対するフェムト基地局のアップリン
ク（Ｕｐｌｉｎｋ：ＵＬ）モニタリングを介して行う。特に、本発明は、端末が周辺フェ
ムト基地局を検出するためのスキャニングを行うことにおいて、マクロ基地局がフェムト
基地局のＵＬモニタリングを制御する過程、フェムト基地局が端末のＵＬ信号をモニタリ
ングする過程、フェムト基地局がＵＬモニタリング実行結果をマクロ基地局に報告する過
程、マクロ基地局が端末にスキャニングを要請する過程、端末がフェムト基地局に対する
スキャニングを行う過程を介して、不要なスキャニングを最小化できる周辺フェムト基地
局検出装置及び方法に関して説明する。
【００２１】
　以下の説明において、前記無線通信システムは、例えば、直交周波数分割多重（Ｏｒｔ
ｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：
ＯＦＤＭ）方式または直交周波数分割多元接続（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：ＯＦＤＭＡ）方式を採用す
る通信システムである。すなわち、以下の説明は、多重搬送波を用いる広大域無線接続通
信システムを例として説明するが、本発明は小型基地局（フェムト基地局）が設置される
他の無線通信システムにも同様に適用できる。
【００２２】
　図１は、本発明で考慮するマクロ基地局とフェムト異基地局が混在する無線通信システ
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ムを示す図である。
　前記図１を参照すると、本発明で考慮する無線通信システムは、端末１００－１，１０
０－２，１００－３、マクロ基地局１１０、フェムト基地局１２０から構成され、追加的
に前記フェムト基地局１２０を管理する上位エンティティ（ｅｎｔｉｔｙ）を含めてもよ
い。説明の便宜のために以下の本発明において、マクロ基地局１１０はＦＡ１で動作して
、すなわちＦＡ１を用いて通信を行い、フェムト基地局１２０はＦＡ２で動作することと
する。そして、前記フェムト基地局１２０は、マクロ基地局１１０に対して階層的（ｈｉ
ｅｒａｒｃｈｉａｌ）に従属していることとする。ここで、前記フェムト基地局１２０は
、フェムトセル内に進入するすべての端末に対して接続を許容するＯＳＧ（Ｏｐｅｎ　Ｓ
ｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｇｒｏｕｐ）フェムト基地局または加入者端末に対してのみに接続
を許容するＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｇｒｏｕｐ）フェムト基地局
であってもよい。
【００２３】
　前記マクロ基地局１１０は、フェムト基地局１２０のＵＬモニタリングを制御する。ま
た、前記制御に応じてフェムト基地局１２０が端末１００－１，１００－２，１００－３
に対するＵＬモニタリング実行結果を報告すると、前記マクロ基地局１１０は端末１００
－１，１００－２，１００－３に、ＵＬモニタリングの成功を報告したフェムト基地局１
２０に対するスキャニングを要請する。
【００２４】
　前記フェムト基地局１２０は、マクロ基地局１１０の制御に応じて端末１００－１，１
００－２，１００－３に対するＵＬ信号をモニタリングし、ＵＬモニタリング実行結果を
前記マクロ基地局１１０に報告する。ここで、前記マクロ基地局１１０に報告されるＵＬ
モニタリング実行結果は、ＵＬモニタリングの成功／失敗を意味し、前記フェムト基地局
１２０は、ＵＬ信号の受信品質（例えば、ＲＳＳＩ（Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓ
ｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＣＩＮＲ（Ｃａｒｒｉｅｒ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒ
ｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）など）またはＵＬ信号の受信成功の
有無またはＵＬ信号の減衰度合いで前記ＵＬモニタリングの成功／失敗を決められる。
【００２５】
　前記端末１００－１，１００－２，１００－３は、マクロ基地局１１０のスキャニング
要請に応じて有効な時点にフェムト基地局１２０に対するスキャニングを行って周辺フェ
ムト基地局を検出する。前記検出を介して獲得した周辺フェムト基地局に対する情報は、
ハンドオーバなどの一連の動作実行に用い得る。
【００２６】
　一方、一般的に端末のＵＬ信号に対する送信電力（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｐｏｗ
ｅｒ）は、サービング基地局との電極制御を介して決定される。すなわち、端末とサービ
ング基地局とのリンク状態が良ければ低信号強度の送信電力が決定され、端末とサービン
グ基地局とのリンク状態が悪いと高信号強度の送信電力が決定される。そして、ＵＬ信号
の変調及びコーディング方式、サービング基地局から受信された干渉ノイズレベル（Ｎｏ
ｉｓｅ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｌｅｖｅｌ）に従って前記ＵＬ信号に対す
る送信電力が決定されることになる。
【００２７】
　従って、前記図１に示すようにマクロ基地局１１０とフェムト基地局１２０が混在する
無全通信システムにおけるマクロセル内の各端末１００－１，１００－２，１００－３は
、該当端末によってそれそれ異なる信号強度にＵＬ信号を送信する。この際、前記マクロ
セル内の端末１００－１，１００－２，１００－３のうちマクロセルの境界に位置するな
どの理由でマクロ基地局１１０とのリンク状態が良くない端末１００－２，１００－３は
、相対的に高信号強度でＵＬ信号を送信するため、前記フェムト基地局１２０が測定した
前記端末１００－２，１００－３のＵＬ信号受信品質は良くなる。
【００２８】
　それから、前記フェムト基地局１２０がＵＬ信号の受信品質またはＵＬ信号の受信成功
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の有無だけでＵＬモニタリングの成功／失敗を決定すると、前記フェムト基地局１２０は
フェムトセル内に進入してない端末１００－２，１００－３に対してもＵＬモニタリング
実行結果を成功だと判断する確率が高くなる。これによって、前記端末１００－２，１０
０－３は、フェムトセルの外に位置しつつ、他のＦＡに対するスキャニングを行うことに
なり、これは前記端末１００－２，１００－３に不要なスキャニング負荷になる。
【００２９】
　これと同様に、単にＵＬ信号の受信品質またはＵＬ信号の受信成功の有無だけでＵＬモ
ニタリングの成功／失敗を決定することは精度が落ちる恐れがある。よって、本発明では
ＵＬモニタリングの成功／失敗決定の精度を高めるため、端末１００－１，１００－２，
１００－３とフェムト基地局１２０間の信号減衰（Ｐａｔｈ　ｌｏｓｓ、Ｐｒｏｐａｇａ
ｔｉｏｎ　ｌｏｓｓなど）度合いを推定してこれを用いる方法を提案する。ここで、前記
信号減衰度合いは、端末１００－１，１００－２，１００－３が送信する信号強度とフェ
ムト基地局１２０が受信する信号強度を用いて容易に推定することができ、前記端末１０
０－１，１００－２，１００－３が送信する信号強度に対する情報はマクロ基地局１１０
から受信できる。すなわち、前記フェムト基地局１２０は、マクロ基地局１１０から端末
１００－１，１００－２，１００－３の送信電力値（またはこれに相応する情報）を受信
して、前記端末１００－１，１００－２，１００－３に対するＵＬモニタリングを介して
受信信号強度を測定し、各端末１００－１，１００－２，１００－３別に前記受信された
送信電力値と受信信号強度の差で該当端末１００－１，１００－２，１００－３のＵＬ信
号減衰度合いを計算してＵＬモニタリングの成功／失敗の決定に用いることができる。
【００３０】
　これと同様に、フェムト基地局１２０がＵＬ信号の減衰度合いを用いてＵＬモニタリン
グの成功／失敗を決定することで、端末１００－２，１００－３の不要なスキャニング負
荷を減らすことができ、ＵＬモニタリング決定の精度を高めることができる。以下、本発
明ではＵＬ信号の受信成功の有無とＵＬ信号の減衰度合いで前記ＵＬモニタリングの成功
／失敗を決定することを例に挙げて説明するが、ＵＬ信号の受信品質、ＵＬ信号の受信成
功の有無、ＵＬ信号の減衰度合いのうちの一つで、または二つ以上の組合せで前記ＵＬモ
ニタリングの成功／失敗を決定することができることは勿論である。
【００３１】
　後述される図２～図５は、本発明の第１実施形態による端末のフェムト基地局検出方法
に対する全体信号図と端末、マクロ基地局、フェムト基地局の動作方法を示している。さ
らに詳しく説明すると、マクロ基地局がフェムト基地局にＵＬモニタリングを要請して、
前記要請に応じてフェムト基地局が端末のＵＬ信号をモニタリングしてＵＬモニタリング
実行結果をマクロ基地局に報告し、前記報告に応じてマクロ基地局が端末にスキャニング
を要請して、前記要請に応じて端末が有効な時点にスキャニングを行うことで、端末が周
辺に位置するフェムト基地局を検出するための方法を示している。
【００３２】
　図２は、本発明の第１実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通
信システムにおける端末が周辺に位置するフェムト基地局を検出するための方法を示す全
体信号図である。
　前記図２を参照すると、マクロ基地局２１０は、ステップ２１０でマクロセル内に端末
２００の初期接続または再接続が感知される場合、前記端末２００と網進入（ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　ｅｎｔｒｙ）または網再進入（ｒｅ－ｅｎｔｒｙ）手順を行う。前記網進入手順に
は、例えば、レンジング（ｒａｎｇｉｎｇ）手順、基本能力（Ｂａｓｉｃ　Ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ）折衝手順、認証（ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ）手順、登録（ｒｅｇｉｓｔｒ
ａｔｉｏｎ）手順などが含まれてもよく、前記網再進入手順には前記網進入手順に含まれ
る手順の一部もしくは全体が含まれてもよい。これで前記端末２００は、前記マクロ基地
局２１０の動作ＦＡであるＦＡ１を介して前記マクロ基地局２１０と通信を行なうことが
でき、この際前記端末２００の動作ＦＡもＦＡ１になる。
【００３３】
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　次いで、前記マクロ基地局２１０は、ステップ２０３で下位のフェムト基地局２２０の
うち前記端末２００に対して接続を許容するフェムト基地局リストを検索する。ここで、
前記フェムト基地局リストに含まれるフェムト基地局２２０は、前記端末２００を含めて
フェムトセル内に進入するすべての端末に対して接続を許容するＯＳＧフェムト基地局ま
たは前記端末２００を加入者端末に持つＣＳＧフェムト基地局を含めてもよい。前記フェ
ムト基地局リスト検索は、前記マクロ基地局２１０がフェムト基地局２２０を管理する上
位のエンティティとのメッセージ送受信を介して行ってもよく、他の実施形態によると、
前記マクロ基地局２１０が下位のフェムト基地局２２０とのメッセージ送受信を介して行
ってもよい。
【００３４】
　次いで、前記マクロ基地局２１０は、ステップ２０５でスケジューリングに従って前記
端末２００に対してＵＬ資源割当が発生する場合、バックボーンネットワークを介して前
記検索されたフェムト基地局リスト内のフェムト基地局２２０にＵＬモニタリング要請（
ＵＬ　ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを送信する。他の実施形態に
よると、前記端末２００に対してＵＬ資源割当が発生する場合、前記マクロ基地局２１０
は別途の送信時点決定アルゴリズムに従って前記ＵＬモニタリング要請メッセージ送信時
点を決定して送信することがある。ここで、前記ＵＬモニタリング要請メッセージは、前
記端末２００の情報を含む。一実施形態において、前記端末２００の情報は、端末識別子
（ＭＳ　ＩＤ）、端末の動作ＦＡ、端末に対するＵＬ資源割当情報（ＵＬ　ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、端末の送信電力（ｔｒａｎｓ
ｍｉｓｓｉｏｎ　ｐｏｗｅｒ）値などを含むことがある。図示していないが、前記マクロ
基地局２１０は、前記端末２００に対してＵＬ資源割当が発生する場合、前記端末２００
にＵＬ資源割当情報を送信する。
【００３５】
　次いで、前記端末２００に対する前記マクロ基地局２１０のＵＬ資源割当に応じて、前
記端末２００はステップ２０７で割当されたＵＬ資源を介して該当ＵＬトラフィック送信
区間で前記マクロ基地局２１０にＵＬトラフィックを送信する。
【００３６】
　一方、前記ＵＬモニタリング要請メッセージを受信したフェムト基地局２２０はステッ
プ２０９で前記端末２００のＵＬトラフィック送信区間で前記端末２００の動作ＦＡ　Ｆ
Ａ１で前記端末２００に対するＵＬモニタリングを行う。すなわち、前記端末２００に対
するＵＬ信号受信を試みる。他の実施形態によると、前記ＵＬモニタリング要請メッセー
ジを受信したフェムト基地局２２０は、別途のＵＬモニタリング実行の有無決定アルゴリ
ズムに従ってＵＬモニタリング実行の有無を決定して前記端末２００に対するＵＬモニタ
リングを行うことがある。ここで、前記端末２００のＵＬトラフィック送信区間が終了す
ると、前記フェムト基地局２２０は、自己の動作ＦＡ　ＦＡ２で正常動作を行う。
【００３７】
　次いで、前記フェムト基地局２２０は、ステップ２１１で前記ＵＬモニタリングの成功
／失敗を決定して、前記決定によるＵＬモニタリング実行結果を含むＵＬモニタリング報
告（ＵＬ　ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｒｅｐｏｒｔ）メッセージをバックボーンネットワー
クを介して前記マクロ基地局２１０に送信する。他の実施形態によると、前記ＵＬモニタ
リングの失敗が決定される場合、別途のメッセージを送信しないこともある。前記ＵＬモ
ニタリングの成功／失敗は、ＵＬ信号の受信品質、ＵＬ信号の受信成功の有無、ＵＬ信号
の減衰度合いのうちの一つから、または二つ以上の組合せから決定されてもよい。ここで
、前記ＵＬ信号の減衰度合いは、前記フェムト基地局２２０が前記端末２００に対するＵ
Ｌモニタリングを介して受信信号強度を測定して、前記測定された受信信号強度と前記マ
クロ基地局２１０から受信した前記端末２００の送信電力値の差で計算できる。次いで、
ＵＬモニタリング報告メッセージは、端末識別子（ＭＳ　ＩＤ）、ＵＬモニタリング指示
子（ＵＬ　ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）などを含めてもよく、この際前
記ＵＬモニタリング指示子は前記フェムト基地局２２０の前記端末ＵＬ信号に対するＵＬ
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モニタリング成功／失敗の有無を表す指示子である。
【００３８】
　次いで、前記ＵＬモニタリング報告メッセージを受信したマクロ基地局２１０は、ステ
ップ２１３で前記ＵＬ報告メッセージ内のＵＬモニタリング指示子を検査し、前記ＵＬモ
ニタリング指示子がＵＬモニタリングの成功（ｓｕｃｃｅｓｓ）を表す場合、前記フェム
ト基地局２２０に対するスキャニングを要請するスキャニング要請（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｃ
ａｎｎｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ：ＭＯＢ＿Ｓ
ＣＮ－ＲＥＱ）メッセージを動作ＦＡ　ＦＡ１を介して前記端末２００に送信する。もし
、前記ＵＬモニタリング指示子がＵＬモニタリングの失敗（ｆａｉｌｕｒｅ）を表す場合
、前記マクロ基地局２１０はＵＬモニタリング要請メッセージ送信からＵＬモニタリング
報告メッセージ受信までの一連の過程を繰り返す。ここで、前記スキャニング要請メッセ
ージは、前記端末２００のスキャニング実行関連情報とＵＬモニタリングの成功を報告し
たフェムト基地局２２０に対する情報を含む。前記端末２００のスキャニング実行関連情
報は、スキャニング開始フレーム（ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｓｔａｒｔ　ｆｒａｍｅ）、スキ
ャニング実行区間（ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）などを含むことがある。前記
フェムト基地局２２０に対する情報は、フェムト基地局識別子（ｆｅｍｔｏ　ＢＳ　ＩＤ
）、フェムト基地局の動作ＦＡ、フェムト基地局のプリアンブルインデックス（ｐｒｅａ
ｍｂｌｅ　ｉｎｄｅｘ）などを含むことがある。
【００３９】
　次いで、前記スキャニング要請メッセージを受信した端末２００は、ステップ２１５で
前記マクロ基地局２１０にスキャニング応答（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｉｎｔ
ｅｒｖａｌ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ：ＭＯＢ＿ＳＣＮ－ＲＳＰ）メッ
セージを送信して、ステップ２１７で前記フェムト基地局２２０の動作ＦＡ　ＦＡ２にお
いて前記スキャニング実行関連情報に応じて有効な時点に前記フェムト基地局２２０のプ
リアンブルに対するスキャニング手順を行う。ここで、前記スキャニング実行関連情報に
応じる有効な時点は、スキャニング開始フレームからスキャニング実行区間の間を意味す
る。これによって、前記端末２００は、周辺フェムト基地局を検出することができ、前記
検出を介して獲得した周辺フェムト基地局に対する情報をハンドオーバなどの一連の動作
実行に用い得る。もし、前記スキャニング要請メッセージを受信できない場合、前記端末
２００は前記マクロ基地局２１０と正常的なデータ送受信手順を繰り返して行う。
【００４０】
　図３は、本発明の第１実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通
信システムにおける周辺に位置するフェムト基地局を検出するための端末の動作方法を示
すフローチャートである。
　前記図３を参照すると、端末はステップ３０１でマクロ基地局と網進入または網再進入
手順を行う。前記端末は、パワーオンが感知される際、接続する基地局を検索して、これ
によってマクロ基地局が検索される場合、前記検索されたマクロ基地局と網進入または網
再進入手順を行なうことができる。前記網進入手順には、例えば、レンジング手順、基本
能力折衝手順、認証手順、登録手順などが含まれてもよく、前記網再進入手順には前記網
進入手順に含まれる手順の一部もしくは全体が含まれてもよい。これで前記端末は、前記
マクロ基地局の動作ＦＡであるＦＡ１を介して前記マクロ基地局と通信を行なうことがで
き、この際前記端末の動作ＦＡもＦＡ１になる。
【００４１】
　次いで、前記端末はステップ３０３で自身に対する前記マクロ基地局のＵＬ資源割当に
応じて、割当されたＵＬ資源を介して該当ＵＬトラフィック送信区間で前記マクロ基地局
にＵＬトラフィックを送信する。
【００４２】
　次いで、前記端末はステップ３０５で前記マクロ基地局から動作ＦＡ　ＦＡ１を介して
フェムト基地局に対するスキャニングを要請するスキャニング要請メッセージが受信され
るか否かを検査する。ここで、前記スキャニング要請メッセージは、前記端末のスキャニ
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ング実行関連情報とフェムト基地局に対する情報を含む。前記端末のスキャニング実行関
連情報は、スキャニング開始フレーム、スキャニング実行区間などを含むことがある。前
記フェムト基地局に対する情報は、前記マクロ基地局に前記端末ＵＬ信号のＵＬモニタリ
ングに対する成功を報告したフェムト基地局に対する情報として、フェムト基地局識別子
（ｆｅｍｔｏ　ＢＳ　ＩＤ）、フェムト基地局の動作ＦＡ、フェムト基地局のプリアンブ
ルインデックス（ｐｒｅａｍｂｌｅ　ｉｎｄｅｘ）などを含むことがある。
【００４３】
　前記ステップ３０５で、前記スキャニング要請メッセージが受信されない場合、前記端
末は前記ステップ３０３に戻って以下のステップを繰り返して行う。
　一方、前記ステップ３０５で、前記スキャニング要請メッセージが受信される場合、前
記端末はステップ３０７に進んで前記マクロ基地局にスキャニング応答メッセージを送信
して、ステップ３０９で前記端末のスキャニング実行関連情報とフェムト基地局に対する
情報を用いて前記フェムト基地局に対するスキャニングを行う。すなわち、前記端末はス
キャニング開始フレームからスキャニング実行区間の間、前記フェムト基地局の動作ＦＡ
　ＦＡ２で前記フェムト基地局のプリアンブルに対するスキャニング手順を行う。これに
よって、前記端末は周辺フェムト基地局を検出することができる。
　次いで、前記端末は本発明によるアルゴリズムを終了する。
【００４４】
　図４は、本発明の第１実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通
信システムにおける端末が周辺に位置するフェムト基地局を検出するためのマクロ基地局
の動作方法を示すフローチャートである。
　前記図４を参照すると、マクロ基地局は、ステップ４０１でマクロセル内に端末の初期
接続または再接続が感知される場合、前記端末と網進入または網再進入手順を行う。前記
網進入手順には、例えば、レンジング手順、基本能力折衝手順、認証手順、登録手順など
が含まれてもよく、前記網再進入手順には前記網進入手順に含まれる手順の一部もしくは
全体が含まれてもよい。これで前記端末は、前記マクロ基地局の動作ＦＡであるＦＡ１を
介して前記マクロ基地局と通信を行なうことができ、この際前記端末の動作ＦＡもＦＡ１
になる。
【００４５】
　次いで、前記マクロ基地局は、ステップ４０３で下位のフェムト基地局のうち前記端末
に対して接続を許容するフェムト基地局リストを検索する。ここで、前記フェムト基地局
リストに含まれるフェムト基地局は、前記端末を含めてフェムトセル内に進入するすべて
の端末に対して接続を許容するＯＳＧフェムト基地局または前記端末を加入者端末に持つ
ＣＳＧフェムト基地局を含めてもよい。前記フェムト基地局リスト検索は、前記マクロ基
地局がフェムト基地局を管理する上位のエンティティとのメッセージ送受信を介して行っ
てもよく、他の実施形態によると、前記マクロ基地局が下位のフェムト基地局とのメッセ
ージ送受信を介して行ってもよい。
【００４６】
　次いで、前記マクロ基地局は、ステップ４０５でスケジューリングに従って前記端末に
対してＵＬ資源割当が発生するか否かを検査する。
　前記ステップ４０５で、前記端末に対してＵＬ資源割当が発生しない場合、前記マクロ
基地局は本発明によるアルゴリズムを終了する。
　一方、前記ステップ４０５で、前記端末に対してＵＬ資源割当が発生する場合、前記マ
クロ基地局はステップ４０７に進んでバックボーンネットワークを介して前記検索された
フェムト基地局リスト内のフェムト基地局にＵＬモニタリング要請メッセージを送信する
。ここで、前記ＵＬモニタリング要請メッセージは、前記端末の情報を含む。一実施形態
において、前記端末の情報は、端末識別子（ＭＳ　ＩＤ）、端末の動作ＦＡ、端末に対す
るＵＬ資源割当情報、端末の送信電力値などを含むことがある。
【００４７】
　次いで、前記マクロ基地局はステップ４０９でバックボーンネットワークを介して前記
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フェムト基地局から前記端末に対するＵＬモニタリングの成功／失敗を知らせるＵＬモニ
タリング報告メッセージが受信されるか否かを検査する。前記ＵＬモニタリング報告メッ
セージは、端末識別子（ＭＳ　ＩＤ）、ＵＬモニタリング指示子などを含めてもよく、こ
の際前記ＵＬモニタリング指示子は該当フェムト基地局の前記端末ＵＬ信号に対するＵＬ
モニタリング成功／失敗の有無を表す指示子である。
【００４８】
　前記ステップ４０９で、前記ＵＬモニタリング報告メッセージが受信される場合、前記
マクロ基地局はステップ４１１で前記ＵＬモニタリング報告メッセージ内のＵＬモニタリ
ング指示子を検査し、前記端末ＵＬ信号に対するＵＬモニタリングに成功したフェムト基
地局を検索して、これによって検索されたフェムト基地局に対するスキャニングを要請す
るスキャニング要請メッセージを動作ＦＡ　ＦＡ１を介して前記端末に送信する。ここで
、前記スキャニング要請メッセージは、前記端末のスキャニング実行関連情報とＵＬモニ
タリングの成功を報告したフェムト基地局に対する情報を含む。前記端末のスキャニング
実行関連情報は、スキャニング開始フレーム、スキャニング実行区間などを含むことがあ
る。前記フェムト基地局に対する情報は、フェムト基地局識別子（ｆｅｍｔｏ　ＢＳ　Ｉ
Ｄ）、フェムト基地局の動作ＦＡ、フェムト基地局のプリアンブルインデックスなどを含
むことがある。
【００４９】
　次いで、前記マクロ基地局はステップ４１３で前記端末からスキャニング応答メッセー
ジを受信する。
　次いで、前記マクロ基地局は本発明によるアルゴリズムを終了する。
【００５０】
　図５は、本発明の第１実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通
信システムにおける端末が周辺に位置するフェムト基地局を検出するためのフェムト基地
局の動作方法を示すフローチャートである。
　前記図５を参照すると、フェムト基地局はステップ５０１でバックボーンネットワーク
を介してマクロ基地局からＵＬモニタリング要請メッセージが受信されるか否かを検査す
る。ここで、前記ＵＬモニタリング要請メッセージは、ＵＬモニタリングの対象になる端
末の情報を含む。一実施形態で、前記端末の情報は、端末識別子（ＭＳ　ＩＤ）、端末の
動作ＦＡ、端末に対するＵＬ資源割当情報、端末の送信電力値などを含むことがある。
【００５１】
　前記ステップ５０１で、前記ＵＬモニタリング要請メッセージが受信される場合、前記
フェムト基地局はステップ５０３で前記受信されたＵＬモニタリング要請メッセージから
前記端末の情報、すなわち端末識別子（ＭＳ　ＩＤ）、端末の動作ＦＡ、端末に対するＵ
Ｌ資源割当情報、端末の送信電力値などを検出する。
【００５２】
　次いで、前記フェムト基地局は、ステップ５０５で前記ＵＬ資源割当情報を用いて前記
端末のＵＬトラフィック送信区間であるか否かを検査する。すなわち、現在時点が、前記
マクロ基地局のＵＬ資源割当に応じて、前記端末が割当されたＵＬ資源を介して前記マク
ロ基地局にＵＬトラフィックを送信するＵＬトラフィック送信区間の開始時点であるか否
かを検査する。
　前記ステップ５０５で、前記端末のＵＬトラフィック送信区間である際、前記フェムト
基地局はステップ５０７で前記端末のＵＬトラフィック送信区間の間に前記端末の動作Ｆ
Ａ　ＦＡ１で前記端末に対するＵＬモニタリングを行う。すなわち、前記端末に対するＵ
Ｌ信号受信を試みる。
【００５３】
　次いで、前記フェムト基地局は、ステップ５０９で前記端末に対するＵＬ信号受信に成
功したか否かを検査する。一実施形態において、前記ＵＬ信号受信の成功の有無は、前記
ＵＬ信号の品質（例えば、ＲＳＳＩ、ＣＩＮＲなど）が基準値以上であるか否かで判断す
ることがある。
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　前記ステップ５０９で、前記端末に対するＵＬ信号受信に成功した際、前記フェムト基
地局はステップ５１１で前記端末のＵＬ信号に対する受信信号強度を測定して、前記測定
された受信信号強度と前記マクロ基地局からＵＬモニタリング要請メッセージを介して受
信した前記端末の送信電力値を用いて前記ＵＬ信号の減衰度合いを計算する。ここで、前
記ＵＬ信号の減衰度合いは、前記端末の送信電力値と受信信号強度の差で計算できる。
【００５４】
　次いで、前記フェムト基地局は、ステップ５１３で前記計算されたＵＬ信号の減衰度合
いが基準値より小さいか否かを検査する。
　前記ステップ５１３で、前記計算されたＵＬ信号の減衰度合いが基準値より小さい場合
、前記フェムト基地局はステップ５１５で前記ＵＬモニタリングの成功を決定して、バッ
クボーンネットワークを介して前記マクロ基地局にＵＬモニタリングの成功を知らせるＵ
Ｌモニタリング報告メッセージを送信する。前記ＵＬモニタリング報告メッセージは、端
末識別子（ＭＳ　ＩＤ）、ＵＬモニタリング指示子などを含めてもよく、この際前記ＵＬ
モニタリング指示子は前記フェムト基地局の前記端末ＵＬ信号に対するＵＬモニタリング
成功／失敗の有無を表す指示子である。
【００５５】
　一方、前記ステップ５０９で、前記端末に対するＵＬ信号受信に成功してない場合、ま
たは前記ステップ５１３で、前記計算されたＵＬ信号の減衰度合いが基準値より小さくな
い場合、前記フェムト基地局はステップ５１７で前記ＵＬモニタリングの失敗を決定して
、バックボーンネットワークを介して前記マクロ基地局にＵＬモニタリングの失敗を知ら
せるＵＬモニタリング報告メッセージを送信する。
　次いで、前記フェムト基地局は本発明によるアルゴリズムを終了する。
【００５６】
　これと同様に、本発明の第１実施形態によるフェムト基地局は、自身が接続を許容でき
る端末に対して該当端末のＵＬ資源割当が生成される度にＵＬモニタリング機能を行ない
、これによって端末が周辺フェムト基地局を検出することができるように支援する。
　一方、本発明によるフェムト基地局のＵＬモニタリング機能は、ＵＬ区間の間に行われ
るので、前記ＵＬモニタリングが行われる間に前記フェムト基地局からサービスが提供さ
れる端末のＵＬデータ送信は一時的に中断されなければならない。一般的に、少数の加入
者端末に対してのみに接続を許容するＣＳＧフェムト基地局の場合にはＵＬモニタリング
要請の発生頻度が相対的に低い。しかし、多数の加入者端末に対して接続を許容するＣＳ
Ｇフェムト基地局またはフェムトセル内に進入するすべての端末に対して接続を許容する
ＯＳＧフェムト基地局の場合には、ＵＬモニタリング要請が頻繁に生成されることがあり
、これは前記フェムト基地局からサービスが提供される端末のＵＬデータ送信に過度な制
約として作用する恐れがある。
　従って、本発明の第２実施形態として、マクロ基地局の下位のすべてのフェムト基地局
が自身が接続を許容できるすべての端末に対してＵＬモニタリング区間の間にＵＬモニタ
リング機能を共に行ない、端末の周辺フェムト基地局の検出を支援できる方法を提案する
。
【００５７】
　後述される図６～図１０は、本発明の第２実施形態による端末のフェムト基地局検出方
法に対するＵＬモニタリングフレームの構造と全体信号図、端末、マクロ基地局、フェム
ト基地局の動作方法を示している。更に詳しく記述すると、マクロ基地局が下位のすべて
のフェムト基地局にＵＬモニタリング構成情報を送信して、フェムト基地局がＵＬモニタ
リング構成情報を用いてＵＬモニタリング区間で自身が接続を許容できるすべての端末の
ＵＬモニタリングヘッダをモニタリングしてＵＬモニタリング実行結果をマクロ基地局に
報告し、前記報告に応じてマクロ基地局がマクロセル内の端末にスキャニングを要請して
、前記要請に応じて端末が有効な時点にスキャニングを行うことで、マクロセル内の端末
が周辺に位置するフェムト基地局を検出するための方法を示している。
【００５８】
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　図６は、本発明の第２実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通
信システムにおけるＵＬモニタリングフレームの構造を示す図である。本発明による実施
形態においてはＩＥＥＥ　８０２．１６ｍシステムのフレーム構造を基に説明するが、他
のシステムにおいても拡張適用可能であることは勿論である。
　前記図６を参照すると、ＩＥＥＥ　８０２．１６ｍフレーム構造におけるスーパーフレ
ーム（Ｓｕｐｅｒｆｒａｍｅ）６００は、４つのフレーム（ｆｒａｍｅ）６０２で構成さ
れ、一つのフレーム６０２は８つのサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）６０４とＴＴＧ（
ｔｒａｎｓｍｉｔ／ｒｅｃｅｉｖｅ　ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　ｇａｐ）及びＲＴＧ（ｒｅ
ｃｅｉｖｅ／ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　ｇａｐ）で構成される。この際
、一つのサブフレーム６０４は、６つのＯＦＤＭシンボル６０６と６つのサイクリックプ
レフィックス（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ：ＣＰ）で構成される。
【００５９】
　本発明の実施形態によるＵＬモニタリングフレームは、ＵＬモニタリングサブフレーム
を含むフレームとして、周期的に送信されることができる。例えば、ＵＬモニタリングフ
レームを含むスーパーフレーム内の４つのフレーム６０２のうち２番目と３番目のフレー
ムが前記ＵＬモニタリングフレームとして使用されることがある。前記ＵＬモニタリング
サブフレームは、フェムト基地局が端末に対するＵＬモニタリングを行うＵＬサブフレー
ム区間であって、単数または複数のＵＬサブフレームが連続的に接続されて前記ＵＬモニ
タリングサブフレームとして使用されることがある。
【００６０】
　図７は、本発明の第２実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通
信システムにおける端末が周辺に位置するフェムト基地局を検出するための方法を示す全
体信号図である。
　前記図７を参照すると、マクロ基地局７１０は、ステップ７０１でマクロセル内に端末
７００の初期接続または再接続が感知される場合、前記端末７００と網進入または網再進
入手順を行う。前記網進入手順には、例えば、レンジング手順、基本能力折衝手順、認証
手順、登録手順などが含まれてもよく、前記網再進入手順には前記網進入手順に含まれる
手順の一部もしくは全体が含まれてもよい。これで前記端末７００は、前記マクロ基地局
７１０の動作ＦＡであるＦＡ１を介して前記マクロ基地局７１０と通信を行なうことがで
き、この際前記端末７００の動作ＦＡもＦＡ１になる。
【００６１】
　次いで、前記マクロ基地局７１０は、ステップ７０３で下位のすべてのフェムト基地局
リストを検索する。ここで、前記フェムト基地局リストに含まれるフェムト基地局７２０
は、フェムトセル内に進入するすべての端末に対して接続を許容するＯＳＧフェムト基地
局または加入者端末に対して接続を許容するＣＳＧフェムト基地局を含めてもよい。ここ
で、フェムト基地局７２０は、端末７００に対して接続を許容するとする。前記フェムト
基地局リスト検索は、前記マクロ基地局７１０がフェムト基地局７２０を管理する上位の
エンティティとのメッセージ送受信を介して行ってもよく、他の実施形態によると、前記
マクロ基地局７１０が下位のフェムト基地局７２０とのメッセージ送受信を介して行って
もよい。
【００６２】
　次いで、前記マクロ基地局７１０はステップ７０５で前記端末７００にＵＬモニタリン
グ構成情報（ＵＬ　ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ）メッセージを送信する。ここで、前記マクロ基地局７１０はブロードキャス
トメッセージとして前記ＵＬモニタリング構成情報メッセージを生成して前記端末７００
に送信してもよく、他の実施形態によると、前記端末７００との網進入または網再進入手
順から送信されるメッセージを介して前記ＵＬモニタリング構成情報メッセージを前記端
末７００に送信してもよい。前記ＵＬモニタリング構成情報メッセージは、ＵＬモニタリ
ング区間情報、端末別ＬＲＵ（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｕｎｉｔ）マッピン
グ情報などを含むことがある。前記ＵＬモニタリング区間情報は、ＵＬモニタリングフレ
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ームとして割当されるフレーム個数を示すＵＬモニタリングフレーム送信周期、スーパー
フレーム内のＵＬモニタリングフレームの開始位置を示すフレームオフセット、ＵＬモニ
タリングサブフレーム割当情報などを含めることがある。各端末においてはＵＬモニタリ
ングヘッダを送信できる一つのＬＲＵが割当されてもよく、前記割当に応じる端末別ＬＲ
Ｕマッピング情報が前記ＵＬモニタリング構成情報メッセージに含むことがある。ここで
、端末のＵＬモニタリングヘッダとＬＲＵとのマッピング関係は、別途の定めることが可
能である。
【００６３】
　次いで、前記マクロ基地局７１０は、ステップ７０７でバックボーンネットワークを介
して前記検索されたフェムト基地局リスト内のフェムト基地局７２０にもＵＬモニタリン
グ構成情報メッセージを送信する。さらに他の実施形態によると、前記マクロ基地局はＵ
Ｌモニタリング区間毎にＵＬモニタリングサブフレームから各活性状態の端末がＵＬモニ
タリングヘッダを送信する資源に対する資源割当情報を、マップを介して前記検索された
フェムト基地局リスト内のフェムト基地局７２０に送信することもある。
【００６４】
　次いで、前記マクロ基地局７１０は、ＵＬモニタリング区間に先立ち、ステップ７０９
でバックボーンネットワークを介して前記フェムト基地局リスト内のフェムト基地局７２
０に端末送信電力情報（ＭＳ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｐｏｗｅｒ　ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ）メッセージを送信する。前記端末送信電力情報メッセージは、端末識別子（Ｍ
Ｓ　ＩＤ）、送信電力値などを含むことがある。
【００６５】
　次いで、前記端末７００はステップ７１１で前記端末別ＬＲＵマッピング情報を用いて
自身に割当されたＬＲＵを確認して、前記ＵＬモニタリング区間情報を用いてＵＬモニタ
リング区間とＵＬモニタリングサブフレームを確認した後、ＵＬモニタリングヘッダを生
成して前記ＵＬモニタリング区間の間にＵＬモニタリングサブフレームから自身に割当さ
れたＬＲＵを介して前記マクロ基地局７１０に送信する。ここで、前記端末７００は、端
末識別子（ＭＳ　ＩＤ）の一部またはすべてとＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎ
ｃｙ　Ｃｏｄｅ）を含めて前記ＵＬモニタリングヘッダを生成することがある。ここで、
前記ＵＬモニタリングヘッダを送信する端末７００は、前記ＵＬモニタリングサブフレー
ムで活性状態（ａｃｔｉｖｅ　ｍｏｄｅ）である端末になる。
【００６６】
　次いで、前記フェムト基地局リスト内のフェムト基地局７２０はステップ７１３で自身
が接続を許容できるすべての端末を対象として、前記端末別ＬＲＵマッピング情報を用い
て各端末７００に割当されたＬＲＵを確認して、前記ＵＬモニタリング区間情報を用いて
ＵＬモニタリング区間とＵＬモニタリングサブフレームを確認した後、前記ＵＬモニタリ
ング区間の間に該当端末７００に対するＵＬモニタリングを行う。すなわち、前記端末７
００の動作ＦＡ　ＦＡ１で前記端末７００が送信するＵＬモニタリングヘッダの受信を試
みる。ここで、前記端末７００のＵＬモニタリング区間が終了すると、前記フェムト基地
局リスト内のフェムト基地局７２０は、自身の動作ＦＡ　ＦＡ２で正常動作を行う。
【００６７】
　次いで、前記フェムト基地局リスト内のフェムト基地局７２０は、ステップ７１５で前
記ＵＬモニタリングの成功／失敗を決定して、前記決定によるＵＬモニタリング実行結果
を含むＵＬモニタリング報告メッセージをバックボーンネットワークを介して前記マクロ
基地局７１０に送信する。他の実施形態によると、前記ＵＬモニタリングの失敗が決定さ
れる場合、別途のメッセージを送信しないこともある。前記ＵＬモニタリングの成功／失
敗は、ＵＬ信号（すなわち、ＵＬモニタリングヘッダ）の受信品質、ＵＬ信号の受信成功
の有無、ＵＬ信号の減衰度合いのうちの一つから、または二つ以上の組合せから決定され
てもよい。ここで、前記ＵＬ信号の減衰度合いは、前記フェムト基地局リスト内の各フェ
ムト基地局７２０が前記端末７００に対するＵＬモニタリングを介して受信信号強度を測
定して、前記測定された受信信号強度と前記マクロ基地局７１０から受信した前記端末７
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００の送信電力値の差で計算できる。前記ＵＬモニタリング報告メッセージは、端末識別
子（ＭＳ　ＩＤ）、ＵＬモニタリング指示子などを含めてもよく、この際前記ＵＬモニタ
リング指示子は該当フェムト基地局７２０の前記端末ＵＬモニタリングヘッダに対するＵ
Ｌモニタリング成功／失敗の有無を表す指示子である。
【００６８】
　例えば、図６のフレーム構造によってＵＬモニタリングフレームがスーパーフレーム内
の２つのフレームで構成される場合、図７に示すように２つのＵＬモニタリング区間が存
在することがある。よって、前記ステップ７１５以後、前記端末７００とマクロ基地局７
１０そしてフェムト基地局７２０は前記ステップ７０９～ステップ７１５と同じ過程、す
なわちステップ７１７～ステップ７２３を繰り返して行なうことができる。
【００６９】
　次いで、前記ＵＬモニタリング報告メッセージを受信したマクロ基地局７１０はステッ
プ７２５で前記フェムト基地局７２０別ＵＬモニタリング報告メッセージ内のＵＬモニタ
リング指示子を検査し、ＵＬモニタリングの成功（ｓｕｃｃｅｓｓ）を報告したフェムト
基地局７２０を検索して、前記検索されたフェムト基地局７２０に対するスキャニングを
要請するスキャニング要請メッセージを動作ＦＡ　ＦＡ１を介して前記端末７００に送信
する。ここで、前記スキャニング要請メッセージは、前記端末７００のスキャニング実行
関連情報とＵＬモニタリングの成功を報告したフェムト基地局７２０に対する情報を含む
。前記端末７００のスキャニング実行関連情報は、スキャニング開始フレーム、スキャニ
ング実行区間などを含むことがある。前記フェムト基地局７２０に対する情報は、フェム
ト基地局識別子（ｆｅｍｔｏ　ＢＳ　ＩＤ）、フェムト基地局の動作ＦＡ、フェムト基地
局のプリアンブルインデックスなどを含むことがある。
【００７０】
　次いで、前記スキャニング要請メッセージを受信した端末７００はステップ７２７で前
記マクロ基地局７１０にスキャニング応答メッセージを送信して、ステップ７２９で自身
に対してＵＬモニタリングの成功を報告したフェムト基地局７２０の動作ＦＡ　ＦＡ２に
おいて前記スキャニング実行関連情報に応じて有効な時点に前記フェムト基地局７２０の
プリアンブルに対するスキャニング手順を行う。ここで、前記スキャニング実行関連情報
に応じて有効な時点は、スキャニング開始フレームからスキャニング実行区間の間を意味
する。これによって、前記端末７００は、周辺フェムト基地局を検出することができ、前
記検出を介して獲得した周辺フェムト基地局に対する情報をハンドオーバなどの一連の動
作実行に用い得る。もし、前記スキャニング要請メッセージを受信できないと前記端末７
００は前記マクロ基地局７１０と正常的なデータ送受信手順を繰り返して行う。
【００７１】
　図８は、本発明の第２実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通
信システムにおける周辺に位置するフェムト基地局を検出するための端末の動作方法を示
すフローチャートである。
　前記図８を参照すると、端末はステップ８０１でマクロ基地局と網進入または網再進入
手順を行う。前記端末は、パワーオンが感知される際、接続する基地局を検索して、これ
によってマクロ基地局が検索される場合、前記検索されたマクロ基地局と網進入または網
再進入手順を行なうことができる。前記網進入手順には、例えば、レンジング手順、基本
能力折衝手順、認証手順、登録手順などが含まれてもよく、前記再網進入手順には前記網
進入手順に含まれる手順の一部もしくは全体が含まれてもよい。これで前記端末は、前記
マクロ基地局の動作ＦＡであるＦＡ１を介して前記マクロ基地局と通信を行なうことがで
き、この際前記端末の動作ＦＡもＦＡ１になる。
【００７２】
　次いで、前記端末はステップ８０３で前記マクロ基地局からＵＬモニタリング構成情報
メッセージを受信する。ここで、前記ＵＬモニタリング構成情報メッセージは、ＵＬモニ
タリング区間情報、端末別ＬＲＵマッピング情報などを含むことがある。前記ＵＬモニタ
リング区間情報は、ＵＬモニタリングフレーム送信周期、フレームオフセット、ＵＬモニ
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タリングサブフレーム割当情報などを含むことがある。この際、前記端末は前記端末別Ｌ
ＲＵマッピング情報を用いて自身に割当てられたＬＲＵを確認して、前記ＵＬモニタリン
グ区間情報を用いてＵＬモニタリング区間とＵＬモニタリングサブフレームを確認するこ
とができる。
【００７３】
　次いで、前記端末は、ステップ８０５で前記ＵＬモニタリング区間情報を用いてＵＬモ
ニタリング区間であるか否かを検査する。すなわち、現在時点が、前記端末がＵＬモニタ
リングサブフレームから自身に割当されたＬＲＵを介して前記マクロ基地局にＵＬモニタ
リングヘッダを送信するＵＬモニタリング区間の開始時点であるか否かを検査する。
【００７４】
　前記ステップ８０５は、前記ＵＬモニタリング区間である場合、前記端末はステップ８
０７で前記マクロ基地局からＵＬモニタリングサブフレーム割当情報に応じるＵＬモニタ
リング資源（すなわち、ＵＬモニタリングサブフレーム）が割当されて、ＵＬモニタリン
グヘッダを生成して前記ＵＬモニタリング区間の間にＵＬモニタリングサブフレームから
自身に割当されたＬＲＵを介して前記マクロ基地局に送信する。ここで、前記端末は、端
末識別子（ＭＳ　ＩＤ）の一部またはすべてとＣＲＣを含めて前記ＵＬモニタリングヘッ
ダを生成することがある。
【００７５】
　次いで、前記端末はステップ８０９で前記マクロ基地局から動作ＦＡ　ＦＡ１を介して
フェムト基地局に対するスキャニングを要請するスキャニング要請メッセージが受信され
るか否かを検査する。ここで、前記スキャニング要請メッセージは、前記端末によって既
送信されたＵＬモニタリングヘッダに対するＵＬモニタリングの成功を報告したフェムト
基地局に対するスキャニングを要請するメッセージである。ここで、前記スキャニング要
請メッセージは、前記端末のスキャニング実行関連情報とフェムト基地局に対する情報を
含む。前記端末のスキャニング実行関連情報は、スキャニング開始フレーム、スキャニン
グ実行区間などを含むことがある。前記フェムト基地局に対する情報は、前記マクロ基地
局に前記端末が送信したＵＬモニタリングヘッダに対するＵＬモニタリングの成功を報告
したフェムト基地局に対する情報として、フェムト基地局識別子（ｆｅｍｔｏ　ＢＳ　Ｉ
Ｄ）、フェムト基地局の動作ＦＡ、フェムト基地局のプリアンブルインデックス（ｐｒｅ
ａｍｂｌｅ　ｉｎｄｅｘ）などを含むことがある。
【００７６】
　前記ステップ８０９で、前記スキャニング要請メッセージが受信されない場合、前記端
末は本発明によるアルゴリズムを終了する。
　一方、前記ステップ８０９で、前記スキャニング要請メッセージが受信される場合、前
記端末はステップ８１１に進んで前記マクロ基地局にスキャニング応答メッセージを送信
して、ステップ８１３で前記端末のスキャニング実行関連情報とフェムト基地局に対する
情報を用いて前記フェムト基地局に対するスキャニングを行う。すなわち、前記端末はス
キャニング開始フレームからスキャニング実行区間の間、前記フェムト基地局の動作ＦＡ
　ＦＡ２で前記フェムト基地局のプリアンブルに対するスキャニング手順を行う。これに
よって、前記端末は周辺フェムト基地局を検出することができる。
　次いで、前記端末は本発明によるアルゴリズムを終了する。
【００７７】
　図９は、本発明の第２実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通
信システムにおける端末が周辺に位置するフェムト基地局を検出するためのマクロ基地局
の動作方法を示すフローチャートである。
　前記図９を参照すると、マクロ基地局は、ステップ９０１でマクロセル内に端末の初期
接続または再接続が感知される場合、前記端末と網進入または網再進入手順を行う。前記
網進入手順には、例えば、レンジング手順、基本能力折衝手順、認証手順、登録手順など
が含まれてもよく、前記網再進入手順には前記網進入手順に含まれる手順の一部もしくは
全体が含まれてもよい。これで前記端末は、前記マクロ基地局の動作ＦＡであるＦＡ１を
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介して前記マクロ基地局と通信を行なうことができ、この際前記端末の動作ＦＡもＦＡ１
になる。
【００７８】
　次いで、前記マクロ基地局は、ステップ９０３で下位のすべてのフェムト基地局リスト
を検索する。ここで、前記フェムト基地局リストに含まれるフェムト基地局は、フェムト
セル内に進入するすべての端末に対して接続を許容するＯＳＧフェムト基地局または加入
者端末に対して接続を許容するＣＳＧフェムト基地局を含めてもよい。前記フェムト基地
局リスト検索は、前記マクロ基地局がフェムト基地局を管理する上位のエンティティとの
メッセージ送受信を介して行ってもよく、他の実施形態によると、前記マクロ基地局が下
位のフェムト基地局とのメッセージ送受信を介して行ってもよい。
【００７９】
　次いで、前記マクロ基地局は、ステップ９０５で前記端末にＵＬモニタリング構成情報
メッセージを送信して、バックボーンネットワークを介して前記検索されたフェムト基地
局リスト内のフェムト基地局にもＵＬモニタリング構成情報メッセージを送信する。前記
ＵＬモニタリング構成情報メッセージは、ＵＬモニタリング区間情報、端末別ＬＲＵマッ
ピング情報などを含むことがある。前記ＵＬモニタリング区間情報は、ＵＬモニタリング
フレーム送信周期、フレームオフセット、ＵＬモニタリングサブフレーム割当情報などを
含むことがある。
【００８０】
　次いで、前記マクロ基地局は、ＵＬモニタリング区間に先立ち、ステップ９０７でバッ
クボーンネットワークを介して前記フェムト基地局リスト内のフェムト基地局に端末送信
電力情報メッセージを送信する。前記端末送信電力情報メッセージは、端末識別子（ＭＳ
　ＩＤ）、送信電力値などを含むことがある。
【００８１】
　次いで、前記マクロ基地局は、ステップ９０９で前記ＵＬモニタリング区間であるか否
かを検査して、前記ＵＬモニタリング区間である場合、ステップ９１１で前記端末にＵＬ
モニタリングサブフレーム割当情報に応じるＵＬモニタリング資源（すなわち、ＵＬモニ
タリングサブフレーム）を割当する。
【００８２】
　次いで、前記マクロ基地局はステップ９１３でバックボーンネットワークを介して前記
フェムト基地局リスト内のフェムト基地局から前記端末に対するＵＬモニタリングの成功
／失敗を知らせるＵＬモニタリング報告メッセージが受信されるか否かを検査する。前記
ＵＬモニタリング報告メッセージは、端末識別子（ＭＳ　ＩＤ）、ＵＬモニタリング指示
子などを含めてもよく、この際前記ＵＬモニタリング指示子は該当フェムト基地局の前記
端末ＵＬモニタリングヘッダに対するＵＬモニタリング成功／失敗の有無を表す指示子で
ある。
【００８３】
　前記ステップ９１３で、前記ＵＬモニタリング報告メッセージが受信される場合、前記
マクロ基地局はステップ９１５で前記フェムト基地局別ＵＬモニタリング報告メッセージ
内のＵＬモニタリング指示子を検査し、前記端末ＵＬモニタリングヘッダに対するＵＬモ
ニタリングに成功したフェムト基地局を検索して、これによってフェムト基地局に対する
スキャニングを要請するスキャニング要請メッセージを動作ＦＡ　ＦＡ１を介して前記端
末に送信する。ここで、前記スキャニング要請メッセージは、前記端末のスキャニング実
行関連情報とＵＬモニタリングの成功を報告したフェムト基地局に対する情報を含む。前
記端末のスキャニング実行関連情報は、スキャニング開始フレーム、スキャニング実行区
間などを含むことがある。前記フェムト基地局に対する情報は、フェムト基地局識別子（
ｆｅｍｔｏ　ＢＳ　ＩＤ）、フェムト基地局の動作ＦＡ、フェムト基地局のプリアンブル
インデックスなどを含むことがある。
【００８４】
　次いで、前記マクロ基地局はステップ９１７で前記端末からスキャニング応答メッセー
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ジを受信する。
　次いで、前記マクロ基地局は本発明によるアルゴリズムを終了する。
【００８５】
　図１０は、本発明の第２実施形態によるマクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線
通信システムにおける端末が周辺に位置するフェムト基地局を検出するためのフェムト基
地局の動作方法を示すフローチャートである。
　前記図１０を参照すると、フェムト基地局はステップ１００１でバックボーンネットワ
ークを介してマクロ基地局からＵＬモニタリング構成情報メッセージを受信する。前記Ｕ
Ｌモニタリング構成情報メッセージは、ＵＬモニタリング区間情報、端末別ＬＲＵマッピ
ング情報などを含むことがある。前記ＵＬモニタリング区間情報は、ＵＬモニタリングフ
レーム送信周期、フレームオフセット、ＵＬモニタリングサブフレーム割当情報などを含
むことがある。
【００８６】
　次いで、前記端末はステップ１００３でバックボーンネットワークを介して前記マクロ
基地局から端末送信電力情報メッセージを受信する。前記端末送信電力情報メッセージは
、端末識別子（ＭＳ　ＩＤ）、送信電力値などを含むことがある。
【００８７】
　次いで、前記フェムト基地局は、ステップ１００５で前記ＵＬモニタリング区間情報を
用いてＵＬモニタリング区間であるか否かを検査する。すなわち、現在時点が、端末によ
ってＵＬモニタリングサブフレームからＵＬモニタリングヘッダが送信されるＵＬモニタ
リング区間の開始時点であるか否かを検査する。
　前記ステップ１００５で前記ＵＬモニタリング区間である場合、フェムト基地局はステ
ップ１００７で自身が接続を許容できるすべての端末を対象として、前記端末別ＬＲＵマ
ッピング情報を用いて各端末に割当されたＬＲＵを確認して、前記ＵＬモニタリング区間
情報を用いてＵＬモニタリング区間を確認した後、前記ＵＬモニタリング区間の間に該当
端末に対するＵＬモニタリングを行う。すなわち、前記端末の動作ＦＡ　ＦＡ１で前記端
末が送信するＵＬモニタリングヘッダの受信を試みる。
【００８８】
　次いで、前記フェムト基地局は、ステップ１００９で前記端末に対するＵＬ信号（すな
わち、ＵＬモニタリングヘッダ）受信に成功したか否かを検査する。一実施形態において
、前記ＵＬ信号受信の成功の有無は、前記ＵＬ信号の品質（例えば、ＲＳＳＩ、ＣＩＮＲ
など）が基準値以上であるか否かで判断することがある。
　前記ステップ１００９で、前記端末に対するＵＬ信号受信に成功した際、前記フェムト
基地局はステップ１０１１で前記端末のＵＬ信号に対する受信信号強度を測定して、前記
測定された受信信号強度と前記マクロ基地局から端末送信電力情報メッセージを介して受
信した前記端末の送信電力値を用いて前記ＵＬ信号の減衰度合いを計算する。ここで、前
記ＵＬ信号の減衰度合いは、前記端末の送信電力値と受信信号強度の差で計算できる。
【００８９】
　次いで、前記フェムト基地局は、ステップ１０１３で前記計算されたＵＬ信号の減衰度
合いが基準値より小さいか否かを検査する。
　前記ステップ１０１３で、前記計算されたＵＬ信号の減衰度合いが基準値より小さい場
合、前記フェムト基地局はステップ１０１５で前記ＵＬモニタリングの成功を決定して、
バックボーンネットワークを介して前記マクロ基地局にＵＬモニタリングの成功を知らせ
るＵＬモニタリング報告メッセージを送信する。前記ＵＬモニタリング報告メッセージは
、端末識別子（ＭＳ　ＩＤ）、ＵＬモニタリング指示子などを含めてもよく、この際前記
ＵＬモニタリング指示子は前記フェムト基地局の前記端末ＵＬモニタリングヘッダに対す
るＵＬモニタリング成功／失敗の有無を表す指示子である。
【００９０】
　一方、前記ステップ１００９で、前記端末に対するＵＬ信号受信に成功してない場合、
または前記ステップ１０１３で、前記計算されたＵＬ信号の減衰度合いが基準値より小さ
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定して、バックボーンネットワークを介して前記マクロ基地局にＵＬモニタリングの失敗
を知らせるＵＬモニタリング報告メッセージを送信する。
　次いで、前記フェムト基地局は本発明によるアルゴリズムを終了する。
【００９１】
　上述したように本発明は、マクロ基地局とフェムト基地局が混在する無線通信システム
におけるマクロ基地局がフェムト基地局のＵＬモニタリングを制御して、前記制御に応じ
てフェムト基地局が端末のＵＬ信号をモニタリングしてＵＬモニタリング実行結果をマク
ロ基地局に報告し、前記報告に応じてマクロ基地局が端末にスキャニングを要請して、前
記要請に応じて端末がフェムト基地局に対するスキャニングを行って周辺に位置するフェ
ムト基地局を検出することで、端末が周辺フェムト基地局を検出するためのスキャニング
を行うことにおいて、不要なスキャニングを最小化することができ、これに従ってスキャ
ニングに所要される時間を最小化して端末に円滑なリアルタイムサービスを提供すること
ができ、システム効率を増大させることができるという利点がある。
【００９２】
　一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施形態に関して説明したが、本発明の範囲を
逸脱しない範囲内で多様な変形が可能であることはもちろんである。従って、本発明の範
囲は、説明された実施形態に限って決められてはならず、後述する特許請求の範囲だけで
なく、この特許請求の範囲と均等なものによって定まらなければならない。
【符号の説明】
【００９３】
　１００－１，１００－２，１００－３　端末
　１１０　マクロ基地局
　１２０　フェムト基地局

【図１】 【図２】
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